
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道管理課 有限会社西尾組 R1.7.31
19000017 西尾　雅之 R1.11.17

R1.7.31
R2.3.16
R1.7.31
R2.6.14
R1.7.31
R2.6.14

管路整備課 中村設備工業株式会社 R1.8.10
19000019 中村　伸行 R2.3.31

R1.8.10
R2.5.31
R1.8.10
R2.6.19
R1.8.10
R2.6.19

下水道建設課 株式会社柳原重機工業 R1.10.17
19000040 柳原　良造 R2.3.31

R1.10.17
R2.6.22

R1.10.17
R2.10.20

下水道建設課 弘安建設株式会社 R1.10.18
19000041 池上　元一 R2.3.31

R1.10.18
R2.6.23

R1.10.18
R2.6.23

下水道建設課 第五工業株式会社 R1.11.23
19000049 山田　敬三 R2.3.31

R1.11.23
R2.7.4

R1.11.23
R2.8.3

下水道建設課 山博組 R1.11.13
19000050 山本　博文 R2.3.31

R1.11.13
R2.6.29

R1.11.13
R2.6.29

令和 2年度 6月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

R1.7.30 和歌川処理区遮集幹線改築工事 49,548,400 49,280,000 110

230

R2.3.16 320

R1.11.15

320 72.97%

R1.8.9
松江北２丁目～松江北５丁目配水管布
設替工事

125,884,000 109,117,800 235

R2.6.2 85,705,400 85,240,100 35,960,100

296

R2.5.25 315

R2.3.12

315 20.12%

R1.10.16 中央処理区支線工事その４ 87,155,200 77,847,848 167

R2.6.10 151,217,000 131,076,000 21,958,200

250

R2.6.3 370

R2.3.3

166

R2.3.4 250

R1.10.17 北部処理区支線工事その４ 74,472,200 66,530,596

250 0.79%

R1.11.22 有功第１雨水幹線工事その８ 147,869,700 147,400,000 130

R2.6.5 75,064,000 67,058,200 527,604

225

R2.6.29 143,968,000 143,510,400 △ 3,889,600 255 -2.64%

R2.3.3

230 1.81%R2.6.12 27,528,600 24,516,800 435,905

140

R2.2.25 230

R1.11.12 既設マンホール浮上防止対策工事 27,038,000 24,080,895



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００１７号

工 事 名 和歌川処理区遮集幹線改築工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

応急措置及び調査　　　　一式
本復旧工事　　　　　　　一式
　床版復旧工　　　　　　Ｌ＝２１．５ｍ

変 更 の 理 由

　本工事において、端末部の掘削時に既設床
版の破損を確認したため、施工延長を５ｍ延
長することによる増工及び鋼矢板引抜時の影
響により擁壁が傾き、復旧の必要があるた
め、擁壁工の増工により建設工事請負契約書
第１９条適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００１９号

工 事 名 松江北２丁目～松江北５丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ250mm DIP GX形 L=  1.9m
φ200mm DIP GX形 L=569.8m
φ150mm DIP GX形 L= 46.5m
φ100mm DIP GX形 L= 18.5m
給水管切替工　26箇所
消火栓設置工 　2箇所

変 更 の 理 由

　本工事の管布設工において,管布設箇所で地下
水が湧いたことから地下水位低下工を追加したこ
とによる増額。地下水位が高いことで掘削面（路
盤下）が軟弱であったことから矢板土留工を追加
したことによる増額。既設管撤去工において、一
部既設管上に街渠等があり、撤去が困難であった
ことからモルタル注入工としたことによる減額。
　これらの理由により、工事請負契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、第１
８条第５項及び第２４条の規定を適用し、増額変
更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００４０号

工 事 名 中央処理区支線工事その４

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

工事による通行止めや工事期間中の駐車場の
確保等に対して、地元住民との調整のために
不測の日数を要したため、契約書第２３条の
規定により１２０日間の工期変更するもの。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００４１号

工 事 名 北部処理区支線工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　φ200ｍｍVP管推進工　低耐荷力圧入二工程式　L= 94.30ｍ
　φ200ｍｍVU管布設工　　　　　　　　　　　　L=329.20ｍ
　マンホール工（2号-1,1号-14）　　　　　　　　 １５か所
　取付管およびます工　　　　　　　　　　　　　 ４７か所
　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式
　水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式
　整備面積　　　　　　　　　　　　　　 Ａ＝２．１２ｈａ

変 更 の 理 由

　
　北部処理区支線工事その４（和歌山市西庄）において、Ｓ
１２０～Ｓ１２１の管路掘削において、Ｕ型側溝が支障とな
り、管路掘削時に撤去し復旧したため付帯工が増工変更と
なった。このことにより、建設工事請負契約第18条の規定に
より設計図書の変更を行い、同24条の規定により請負代金の
増額変更を行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００４９号

工 事 名 有功第１雨水幹線工事その８

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

オープンシールド工
U3300×1800　　　　　　　　  L=46.6m
付帯工                       1式

雨水整備面積　　　　　　　　A=3.24ha

変 更 の 理 由

　有功第１雨水幹線工事その８（和歌山市園部地内）
において、到達立坑の工法を施工進捗及び架空線の状
況等を考慮した結果、継施工から一枚施工に工法変更
したこと。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号及び同条同項第５号に基づき精査した結
果、同契約書第１８条第４項第２号に該当すると認め
られるため、同条第５項及び第２４条により、減額変
更したい。
　また、新型コロナウイルスの影響により、資材の納
品に遅れが生じたため工期延長したい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和１年度

工 事 番 号 第１９００００５０号

工 事 名 既設マンホール浮上防止対策工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

インナーウエイト工　　　　　　 　　  　　　　　　　　　　１か所
アースドレーン工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ２か所
ハットリング工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２か所
安心マンホール工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １か所
付帯工　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

 既設マンホール浮上防止対策工事（和歌山市西庄地内から木ノ
本地内まで）における舗装復旧工について、当初設計では切削に
よる工法を想定していたが、施工箇所数が多く、一箇所当たりの
施工面積が狭小であることから、打替えによる工法に変更した。
このことにより、建設工事請負契約第18条の規定により設計図書
の変更を行い、同24条の規定により請負代金の増額変更を行いた
い。

企業局


